
   

 

○入札保証金の取扱いに関する試行について 

 

平成22年5月20日国港総第135号、国港技第20号 

最終改正 令和4年3月30日国港総第747号、国港技第110号 

港湾局長から特定部局長あて 

 

 

入札保証金については、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の４及び「競争契約

入札者心得」（平成２年３月２６日付け運輸省官会第４３９号）第３条等に規定されている

ところであるが、これまで予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」

という。）第７７条第２号に規定する場合（第７２条第１項の資格を有する者による一般競

争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められると

き。）に該当するものとして、競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）

に対し、その全部を納めさせないこととしてきたところである。 

しかしながら、平成１８年５月２３日に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化を

図るための措置に関する指針」（平成１３年３月９日閣議決定）において、一般競争入札方

式の拡大のための条件整備として、入札ボンド（入札保証金を含む。以下同じ。）の活用が位

置づけられたところである。 

また、入札ボンド制度導入の検討に当たっての参考として、総合政策局長から、「入札ボ

ンド制度の導入について（通知）」（平成１８年９月８日付け国総入企第２９号）により、入

札ボンド制度の実施要領（案）が示され、導入に当たっては、会計法第２９条の４に規定す

る入札保証制度の体系を活用することとされたところである。 

更に、最近の建設業を取り巻く環境にかんがみ、企業の経営評価に関して、市場機能を活

用したリアルタイムの評価を一層進めるため、入札ボンドの対象工事の拡大を促進すること

が、「入札ボンド制度の対象工事の拡大等について」（平成２２年５月２０日付け国総入企

第２号）により国土交通省建設流通政策審議官から各省庁官房長等あて通知されたところで

ある。 

これを受けて、国土交通省直轄工事（港湾空港関係に限る。以下「工事」という。）におい

ては、一律に入札保証金の全部を納めさせないこととしてきたこれまでの運用を改め、一部

の事業について入札保証金を納めさせることを試行することとした。 

このため、入札保証金の取扱いに関する手続き等を別に定めるとともに、当面、下記の各

事項及び別に定めるところにより、入札保証金の取扱いについて試行することとし、今後、

実施状況を踏まえながら所要の改善等を図っていくこととしたので、遺漏なきよう措置され

たい。 

なお、本手続と異なる方法により試行する場合には、事前に本省関係課に協議されたい。 

                     記 

１ 入札保証金の取扱い 

入札保証金については、従来の運用においては、予決令第７７条第２号に規定する場合



   

 

に該当するものとして、入札参加者に対し、その全部を納めさせないこととしてきたとこ

ろであるが、下記２の対象事業については、会計法第２９条の４第１項の規定に基づき、

原則として、入札保証金を納めさせることとし、国債（利付国債をいう。以下同じ。）又は

銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９

５号）第３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連

合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業

協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。以下同じ。）の

保証の提供があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとして取扱

うとともに、入札参加者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結ん

だときについては、予決令第７７条第１号に該当するものとして、入札保証金の全部を納

めさせないこととする。また、当分の間、銀行等又は保証事業会社（公共工事の前払金保

証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社

をいう。以下同じ。）（以下「金融機関等」という。）による契約保証の予約を受け、契約

保証予約証書を提出した場合については、予決令第７７条第２号の運用として、入札保証

金の全部を納めさせないこととする。 

２ 対象事業 

上記１の入札保証金の取扱いの対象とする事業は、契約業者取扱要領（昭和５５年１２

月１日付け港管第３７２２号）第７条第１項第１号から第５号に掲げる工事については、

１件につき予定価格が６億８千万円以上の工事、第６号に掲げるその他工事については、

工事請負業者選定事務処理要領（昭和４１年１２月２３日付け建設省厚第７６号）第３に

定める工事種別のうち、一般土木工事及び建築工事については、１件につき予定価格が３

億円以上の工事、その他の工事種別については１件につき予定価格が基準額（「工事又は

業務等に係る通知等における基準額について」（令和４年３月３０日付け国官会第２３７

５９号、国官技第３７７号、国営管第８４８号、国営計第２１４号、国営整第１７２号、国

港総第７５０号、国港技第１１１号、国北予第７５号）記１に定める額をいう。）以上の工

事とするものとする。 

３ 手続 

対象事業に係る手続については、会計法令をはじめ「一般競争入札の実施について」（平

成６年６月２２日付け港管第１３８５号）、「一般競争入札方式の拡大について」（平成１

７年１０月７日付け国港総第２３４号）及び「競争契約入札者心得」等によるほか、下記

４及び別に定めるところにより行うこととする。 

４ 「一般競争入札の実施について」等の特例について 

上記２の対象事業については、入札保証金及び契約保証金について、次の規定を適用す

る。 

① 入札保証金は納付させるものとする。ただし、利付国債の提供又は銀行若しくは契約

担当官等が確実と認める金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができ、

入札保証保険契約の締結を行った場合又は銀行若しくは契約担当官等が確実と認める金

融機関等による契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除するものとする。 



   

 

② 入札保証金の納付等（入札保証金の納付に代わる担保としての国債又は銀行等の保証

の提供及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は金融機関等の契

約保証の予約を含む。以下同じ。）に係る書類（以下「書類」という。）の提出期間は、

原則として、競争参加資格の確認の通知を行った日の翌日から入札保証金の納付に代わ

る担保としての国債については、入札書の提出期限の日までに振替手続きが完了するの

を考慮した期日、それ以外については入札書の提出期限の日までとする。 

③ 書類の提出先は、総務部経理調達課とするものとする。 

④ 書類の提出は、持参、郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着。）又は託送（書留郵便

と同等のものに限る。提出期間内必着。）により行うものとする。 

⑤ 政府調達に関する協定（平成７年１２月８日条約第２３号）の適用対象でない工事に

おいて、入札参加者が金融機関等の契約保証の予約を受けたことにより入札保証金を免

除されていた場合（書類において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。）

であって、当該入札参加者に対し予決令第８６条第１項に定める調査を実施することと

なった場合、契約担当官等は、当該入札参加者に対し速やかに、予約に係る保証金額が

入札金額（税込み）の１００分の３０以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に

係る保証金額の増額変更を求めることとし、落札決定の日までで契約担当官等が定める

日までに、所定の資料の提出を求めることとする。 

⑥ 期限までに入札保証金の納付等を行わない者又は書類を提出しない者は、入札に関す

る条件に違反したものとして、その入札を無効とするものとする。 

⑦ 入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

⑧ ①から④までに掲げる事項を公告において明らかにするものとする［別添１において

標準入札公告例を示す。］。 

⑨ ①から⑦までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする［別添２に

おいて標準入札説明書例を示す。］。 

附 則 

この通知は、平成２２年８月１日以降に入札公告手続を開始する工事から適用する。 

附 則（平成２３年５月２４日国港総第１２３号、国港技第２７号） 

この通知は、平成２３年８月１日以降に入札公告手続を開始する工事から適用する。 

附 則（平成２４年３月２１日国港総第７３６号、国港技第１４７号） 

この通知は、平成２４年４月１日以降に入札公告手続を開始する工事から適用する。 

附 則（平成２８年３月１８日国港総第４９６号、国港技第８１号） 

この通達による改正後の各規程は、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの

間に契約を締結する工事等に適用する。 

附 則（平成３０年３月９日国港総第４９２号、国港技第８１号） 

この通達による改正後の各規程は、平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日までの

間に契約を締結する工事等に適用する。 

附 則（令和２年３月１７日付け国港総第６５４号、国港技第９５号） 

  この通達による改正後の各規定は、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に



   

 

契約を締結する工事等に適用する。 

附 則（令和４年３月３０日付け国港総第７４７号、国港技第１１０号） 

  この通達による改正後の各規定は、令和４年４月１日から契約を締結する工事等に適用す

る。 

  



   

 

（別添１）標準入札公告例 

○ 入札手続等 

（○）入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 

○年○月○日から○年○月○日まで（利付国債の提供の場合は〇年〇月〇日まで） 

〒○○○－○○○○ 

○○県○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局総務部経理調達課○○係 

電話○○○○－○○－○○○○ 

持参、郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着。） 

又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）により提出すること。 

○ その他 

（○）入札保証金及び契約保証金 

○ 入札保証金 納付（保管金の取扱店 ○○○）。ただし、利付国債の提供（取扱官

庁 ○○地方整備局）又は銀行等の保証（取扱官庁 ○○地方整備局）をもって入札

保証金の納付に代えることができる。 

また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札

保証金を免除する。 

 

（別添２）標準入札説明書例 

○ 入札保証金及び契約保証金 

（○）① 入札保証金 納付（保管金の取扱店 ○○○）。ただし、利付国債の提供（取扱官

庁 ○○地方整備局）又は銀行等の保証（取扱官庁 ○○地方整備局）をもって入

札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又

は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等（国

債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。

以下同じ。）は、見積金額の１００分の５以上とし、期限までに入札保証金の納付

等（入札保証金の納付に代わる担保としての国債又は銀行等の保証の提供及び入札

保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会

社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条

第４項に規定する保証事業会社をいう。）（以下「金融機関等」という。）の契約保

証の予約を含む。以下同じ。）を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類（以

下「書類」という。）を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額（税込

み）（入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。）

の１００分の５に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額

が入札金額（税込み）に満たない者若しくは保証金額が入札金額（税込み）の１０

０分の３０に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を

無効とする。なお、利付国債の提供の場合は担保の提供が完了するまでには、振替

手続き等相応の日数を要するため、予め取引先の銀行・証券会社等に相談のうえ、



   

 

期限から十分余裕を持って手続きすること。 

イ）提出期間：○年○月○日（ ）から○年○月○日（ ）（利付国債の提供の場合

は〇年〇月〇日（ ））までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前○時か

ら午後○時まで。 

ロ）提出場所：〒○○○－○○○○ 

○○県○○市○○町○－○－○ 

○○地方整備局総務部経理調達課○○係 

電話○○○○－○○－○○○○ 

ハ）提出方法：書類の提出は、持参し、郵送し（書留郵便に限る。提出期間内必着。）

又は託送する（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）ことにより行

うものとする 

ニ）保証期間：○年○月○日（ ）まで［落札者決定の日から７日を経過した日以

降の日で契約担当官等が指定する日を記載する。 

ホ）その他：入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担

とする。 

② 予算決算及び会計令第８６条第１項に定める調査を実施する場合の増額変更の取

扱いについて 金融機関等の契約の保証の予約を受けたことにより入札保証金を免

除されていた者（書類において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る）

であって、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条第１項に定

める調査の対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札

金額（税込み）の１００分の３０以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に

係る保証金額の増額変更を行うこと。なお期限までに増額変更を行わなかった場合

には、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。［政府調

達に関する協定の適用工事の場合には記載しない。］ 

 


